
概　要

1. 職名

2. 募集人数

3. 所属

4. 勤務場所

5. 専門分野

6. 職務内容

8. 採用日

9. 契約期間

10. 試用期間

11. 勤務形態

６か月

2019/4/1（予定）

採用日～2020年3月31日
※　雇用期間満了後、更新する可能性あり（ただし、採用日から最長５年を期限とす
る）

国立大学法人大阪大学任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程
による

  http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/information/joho/files_jinji/sk0037

週5日（月曜日～金曜日。祝日除く）

１日８時間勤務　8:30～17:15（休憩12:15～13:00）

－

人間科学部英語コース運営に係る事務業務
（入試関連業務（志願者からの問い合わせ等への対応、面接等の設定準備等）、英
語コースの諸事業（入学式等）、英語コース特任教員の事務、TA等に対する事務、
英語コース及び特任教員の予算管理に関する事務、英語コース学生に関わる一般
的支援活動（奨学金等に関する申請支援など）、人間科学部他部署（教務係等）及
びインターナショナルカレッジ等の大阪大学他部局との連絡調整、ホームページ更
新作業、メディア等の外部からの問い合わせ等への対応、その他学部英語コース運
営全般に関する業務　等）

7. 応募資格

〔必須条件〕

①英語及び日本語で、日常会話、電話、メール等でのコミュニケーションがとれるこ
と。
②英語及び日本語で、パソコン（Word、Excel、Power Point)を用いた各種書類作成
ができること。
③協調性をもち、積極的に業務に取り組めること。

〔望ましい条件〕

①国立大学法人等の機関において、国際教育に関する業務の経験を有すること。
②ホームページの更新等、ホームページの管理業務の経験を有すること。

吹田キャンパス（大阪府吹田市山田丘１－２）

大阪大学　人間科学研究科　特任事務職員　公募

人間科学部英語コースは、平成23年度に文部科学省が推進する国際化拠点整備
事業により設置された、留学生を中心とする日本の普通高等学校以外の教育課程
修了者を対象とした学位コースです。多くの授業を英語で開講するとともに、国際教
育の推進に先駆的に取り組んでいます。
この度、本コースの円滑な運営を図るため、特任事務職員を募集いたします。

特任事務職員

１名

人間科学部英語コース



12. 給与及び手当

13. 社会保険等

14. 応募書類

15. 送付及び問合せ先

16. 応募期限

17. 選考方法

18. その他

19. 募集者

（郵送）
〒565－0871　吹田市山田丘1-2
　国立大学法人大阪大学人間科学研究科庶務係
　<担当：大島>
※封筒の表に、「学部英語コース特任事務職員応募書類在中」と朱書きすること。
※書留郵便で送付すること。
※応募書類については返却いたしません。
※なお、応募書類による個人情報は、採用者の選考及び採用後の人事等の手続き
を行う目的で利用するものであり、第三者に開示いたしません。

＜担当者＞
　　人間科学研究科庶務係　大島
　　電話番号　06‐6879‐8003　E-Mail　jinka-syomu＠office.osaka-u.ac.jp

2019年3月14日（木）17時必着（ただし、候補者が決定時点で締め切ることあります。） 

書類審査を行ったのち、面接審査を行います。
※面接審査の案内は書類審査通過者にのみメールまたは電話で連絡します。
（書類審査不合格の連絡はいたしませんのでご了承ください。）
※面接のための旅費及び宿泊費等は応募者の負担とします。

国立大学法人大阪大学

その他の労働条件については国立大学法人大阪大学任期付教職員就業規則等に
よります。
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/information/joho/kitei_shugyou.html

①履歴書（本学HP掲載の様式による履歴書もしくは市販の履歴書、写真貼付（3か

月以内に撮影したもの）：1通

　○「応募用履歴書」掲載アドレス：https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/employ

②職務経歴書（職務経歴がある場合）
③志望理由書（英文500-1000words）
④英語能力に関する公的な証明があれば添付すること

国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員（特任等教職員）給与規程による
  http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/information/joho/files_jinji/sk0046

基本年俸 4,079,700円（１２分の１の額を月額基本給として毎月支給）
超過勤務手当
※通勤手当、住居手当、扶養手当、退職手当及び賞与は支給しない

国家公務員共済組合、雇用保険、労働者災害補償保険に加入


